
佐世保工業高等専門学校安全衛生管理規程 

 

（平成１６年５月２０日制定） 

 

（趣旨）  

第１条 佐世保工業高等専門学校（以下「本校」という。）の教職員（非常勤教職員を含む。

以下同じ。）の安全及び衛生管理に関しては、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員

就業規則、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員安全衛生管理規則（以下「機構安全

衛生管理規則」という。）及びその他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるとこ

ろによる。 

（総括）  

第２条 校長は、教職員の安全及び衛生管理に関して総括する。 

２ 事務部長は、職員の安全及び衛生管理に関して校長を補佐する。 

（衛生管理者及び安全管理者等の指名） 

第３条 校長は、機構安全衛生管理規則に規定する衛生管理者、安全管理者、衛生管理担当

者、安全管理担当者、化学物質管理者及び保護具着用管理責任者を別表に掲げる区分によ

りそれぞれ指名するものとする。ただし、指名された者に事故等がある場合は、校長が別

に定める。 

（安全衛生委員会） 

第４条 本校に、機構安全衛生管理規則第１３条第１項に規定する安全衛生委員会（以下

「委員会」という。）を置く。 

（職務） 

第５条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。 

一 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 

二 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 

三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 

四 前三号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する

重要事項 

２ 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議することができる。 

一 教職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 

二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。 

三 前二号に掲げるもののほか、教職員の危険の防止に関する重要事項 

四 環境マネジメントに関すること。 

３ 委員会は、前二項に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項について調査審議する

ことができる。 

（組織） 

第６条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 



一 事務部長 

二 産業医 

三 衛生管理者 

四 安全管理者 

五 学生課長 

六 教職員のうち、本校教職員の過半数を代表する者が推薦した者 ６名 

（委員長）  

第７条 委員会の委員長は、第６条第１項第１号の委員をもって充てる。 

２ 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。 

（会議） 

第８条 委員会は、毎月１回以上開催するものとする。 

２ 委員の３分の１以上の者から会議に付すべき案件を示して委員会開催の請求があると

きは、委員長は委員会を開催しなければならない。 

３ 委員会は、委員の３分の２以上の出席により成立する。 

４ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（委員以外の者の出席） 

第９条 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させることができる。 

（就業禁止通知書） 

第１０条 機構安全衛生管理規則第２４条第２項に規定する文書の交付は、別記様式によ

り行うものとする。 

（委員会の事務） 

第１１条 委員会の事務は、総務課において処理する。 

（雑則）  

第１２条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全及び衛生管理に関し必要な事項は

別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成１６年５月２０日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則  

この規程は、平成１８年４月３日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

附 則  

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則  

この規程は、平成１９年７月１日から施行する。 

附 則 



この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３０日） 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和３年１１月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年７月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和７年８月５日から施行する。 

 


